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(57)【要約】
【課題】特定の有害動物であるスクミリンゴガイ等の貝
類を、少量の使用で効果的に忌避及び駆除することがで
き、他の動物や人に害を与えない水中有害動物の駆除方
法と駆除剤を提供する。
【解決手段】銅と銅亜の少なくとも一方を含む金属粉１
６を、稲の苗１８の定植時に水田１２に散布し、金属粉
１６から銅イオンや亜鉛イオンを溶出させ、銅イオンや
亜鉛イオンの作用により、巻貝又は二枚貝の水中有害動
物を駆除する。金属粉１６の散布は、除草剤１４に金属
粉１６を混ぜて、苗１８の定植時に行う。水中有害動物
はスクミリンゴガイであり、金属粉１６の散布は、苗１
８の定植時から４週間までの期間に行う。金属粉１６は
、粒径が６０～１０００μｍである。金属粉１６は、銅
と亜鉛の配合質量比が、８０：２０～６０：４０である
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　銅と銅亜の少なくとも一方を含む金属粉を、稲の苗の定植時に水田に散布し、前記金属
粉から銅イオンや亜鉛イオンを溶出させ、前記銅イオンや前記亜鉛イオンの作用により、
巻貝又は二枚貝の水中有害動物が生息する水中から前記有害動物を駆除することを特徴と
する水中有害動物の駆除方法。
【請求項２】
　前記金属粉の散布は、除草剤に前記金属粉を混ぜて、前記苗の定植時に前記除草剤の散
布と同時に行う請求項１記載の水中有害動物の駆除方法。
【請求項３】
　前記金属粉の散布は、土壌粒と肥料の少なくとも一方に前記金属粉を混ぜて、前記苗の
定植時に行う請求項１記載の水中有害動物の駆除方法。
【請求項４】
　前記水中有害動物はスクミリンゴガイであり、前記金属粉の散布は、前記苗の定植時か
ら４週間までの期間に行い、前記４週間経過後は散布を行わない請求項１，２または３記
載の水中有害動物の駆除方法。
【請求項５】
　銅と銅亜の少なくとも一方を含む金属粉と、水田に散布する散布剤を混合して成ること
を特徴とする水中有害動物の駆除剤。
【請求項６】
　前記散布剤は、除草剤、肥料、及び土壌粒のうちの少なくとも一つである請求項５記載
の水中有害動物の駆除剤。
【請求項７】
　前記金属粉は、粒径が６０～１０００μｍである請求項６記載の水中有害動物の駆除剤
。
【請求項８】
　前記金属粉は、銅と亜鉛の配合質量比が、８０：２０～６０：４０である請求項５記載
の水中有害動物の駆除剤。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、水田や川などに生息する貝類である水中有害動物を駆除するための水中有
害動物の駆除方法と駆除剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、水田などに生息し水稲の苗を食べてしまうスクミリンゴガイ（学名リンゴス
クミ貝）や、各種の水利施設で大発生し、通水障害や水質の悪化をもたらすカワヒバリガ
イによる被害が問題になっている。
【０００３】
　従来、特許文献１に開示されているように、スクミリンゴガイを駆除する方法として、
カルタップ粒剤や石灰窒素等の農薬を施用する方法や、樹脂酸を有効成分として含有する
水中有害動物の駆除剤を施用する方法があった。
【０００４】
　しかし、スクミリンゴガイを駆除する場合、特許文献１の従来技術に記載されているよ
うに農薬を施用すると、メダカやフナ等の無害な動物も死なせてしまうおそれがある。さ
らに、農薬が水稲に吸収されることから、人用食物の安全性を確保するため、農薬の施用
量が制限されるので、確実な駆除効果を期待しにくいものである。さらに、特許文献1に
開示された樹脂酸を配合した水中有害動物の駆除剤でも、天然物由来の成分であるが、毒
性を有する場合がある。しかも、樹脂酸が疎水性であるので溶剤や界面活性剤、乳化剤等
により水溶性にして使用する必要があり、溶剤等の添加剤の毒性もあることから、人や有
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用生物に害を与える可能性がある。
【０００５】
　そこで、特許文献２、特許文献３に開示されているように、銅や亜鉛の金属粉を皮膜形
成樹脂中に配合し、必要な場所に塗料として塗布する忌避剤が提案されている。さらに、
特許文献４や、本願出願人による特許文献５に開示されているように、銅と亜鉛の合金ま
たは銅からなる金属繊維を通水性のある充填容器に充填したものもあった。この駆除具を
タンク等の水の中に設置すると、金属繊維から溶出する銅イオン及び亜鉛イオンの酸化還
元作用により、藻類の発生を抑え、スクミリンゴガイ等を忌避または駆除する効果が得ら
れる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－２３８３１２号公報
【特許文献２】特開２００８－１３７９５９号公報
【特許文献３】特開２０１３－２０２６０８号公報
【特許文献４】特開２０１２－２３９９３８号公報
【特許文献３】特開２０１６－２１６３７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　例えば、西日本に広く分布するスクミリンゴガイは、その繁殖能力が強く日本の稲作や
その他水田を使う農作業にとって大きな問題となっている。スクミリンゴガイは、冬期間
、気温が零度を下回らない地域では越冬可能であり、土中で約６ヶ月間の乾燥にも耐えう
るというデータもある。そして、春季になり水田に代掻きの水入れが始まると、スクミリ
ンゴガイは土中から土中表面に出て活動を始める。現在日本の稲作では種子をある程度育
てて、定植する方法（田植え）が一般的であるが、この田植えをした直後の稲の苗がスク
ミリンゴガイのエサとなり食害を発生させる。
【０００８】
　現在スクミリンゴガイの食害防止には毒エサ系の農薬が認可されており、その他、認可
されておらず使用も禁止されている椿油粕をまく方法も行われている。しかし、毒エサ系
の問題点は、ある程度個体の大きくなったスクミリンゴガイしか食べてくれないというこ
とと、水中に撒いた場合、２日から１週間程度で毒エサがふやけてしまい、食べなくなっ
て効果が継続しないと言う問題がある。また、椿油粕は法律で使用が禁止されているとと
もに、魚毒性が非常に強いため、散布後水田用水が河川に流出すると、河川全体の魚の全
滅という事故も起こりかねない危険性がある。また椿油の毒性は、効果が約１時間でなく
なり、水田の土中表面のスクミリンゴガイには効果があるが、散布時に土中にいるスクミ
リンゴガイには効果がないため、翌日新たなスクミリンゴガイによる食害が発生する。従
って、従来のスクミリンゴガイ対策には数々の問題点があり、農家は何回も違法な椿油や
、毒エサ系の農薬の散布が必要となっている。
【０００９】
　また、特許文献４、特許文献５に開示された駆除材料は、スクミリンゴガイの忌避及び
駆除効果は確認されたが、銅イオンや亜鉛イオンを広く拡散させるため、水田の水口に設
置し、水田の中に水がいっぱいになっても排水口を開け、２～３日間銅イオン等を広く水
田全体に行き渡らせる必要がある。しかし、稲作において水が豊富でない地域もあり、そ
のような場所では限られた水を生かすために、給排水同時の使用は行えないという実態が
あった。給排水を同時に行わないと、銅イオン等の効果が限定的となり、スクミリンゴガ
イによる食害を均一に防止できないと言う問題がある。
【００１０】
　本発明は、上記背景技術に鑑みて成されたものであり、特定の有害動物であるスクミリ
ンゴガイ等の貝類を、少量の使用で効果的に忌避及び駆除することができ、他の動物や人
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に害を与えない水中有害動物の駆除方法と駆除剤を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、銅と銅亜の少なくとも一方を含む金属粉を、稲の苗の定植時に水田に散布し
、前記金属粉から銅イオンや亜鉛イオンを溶出させ、前記銅イオンや前記亜鉛イオンの作
用により、巻貝又は二枚貝の水中有害動物が生息する水中から前記有害動物を駆除する水
中有害動物の駆除方法である。
【００１２】
　前記金属粉の散布は、除草剤に前記金属粉を混ぜて、前記苗の定植時に前記除草剤の散
布と同時に行うものである。または、前記金属粉の散布は、土壌粒と肥料の少なくとも一
方に前記金属粉を混ぜて、前記苗の定植時に行うものでも良い。
【００１３】
　前記水中有害動物はスクミリンゴガイであり、前記金属粉の散布は、前記苗の定植時か
ら４週間までの期間、好ましくは３週間程度の間行い、前記期間経過後は散布を行わない
ものである。
【００１４】
　また本発明は、銅と銅亜の少なくとも一方を含む金属粉と、水田に散布する散布剤を混
合して成る水中有害動物の駆除剤である。
【００１５】
　前記散布剤は、除草剤、肥料、及び土壌粒のうちの少なくとも一つである。前記金属粉
は、粒径が６０～１０００μｍであると良い。さらに、前記金属粉は、銅と亜鉛の配合質
量比が、８０：２０～６０：４０である。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の水中有害動物の駆除方法と駆除剤によれば、スクミリンゴガイを含む貝類を簡
単かつ確実に駆除することができ、他の作物や養殖魚等の有用生物に害を与えないもので
ある。また、銅及び亜鉛は、人体に必須の栄養元素であり、しかも、水中に溶け出す銅イ
オンや亜鉛イオンの量は、銅と亜鉛のイオン化傾向の差や銅表面の酸化等による制約によ
って制限されるので、人に害を与えるおそれがない。特に、面積の広い水田や水量を確保
できない水田でも確実にスクミリンゴガイ等の駆除を容易且つ確実に行うことが出来る。
また、散布を数週間で停止することにより、その後は、スクミリンゴガイ等は太く硬くな
った稲の苗を食べずに、より柔らかい雑草を食べてくれるので、その後の除草剤の散布を
抑えることができ、スクミリンゴガイ等を益虫として利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態の水中有害動物の駆除剤を水田に散布した状態を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の水中有害動物の駆除方法と駆除剤の一実施形態について、図１に基づい
て説明する。この実施形態の水中有害動物の駆除剤１０は、水田１２に生息するスクミリ
ンゴガイ等の巻貝を駆除するものである。
【００１９】
　駆除剤１０は、粉状の除草剤１４に、銅粉及び銅亜鉛合金粉である金属粉１６を混合し
たものである。銅及び銅亜鉛合金粉の金属粉１６は、銅と亜鉛の質量配合比が８０：２０
～６０：４０程度、好ましくは７０：３０～６５：３５である。亜鉛の割合が上記より少
ないと、銅イオンが多くなることによる有用生物への影響があり、亜鉛の割合が上記より
多いと忌避効果が十分に得られないからである。金属粉１６の直径は、６０～１０００μ
ｍ、好ましくは２００～５００μｍ程度である。この程度の直径にすることで、製造が容
易で、単位体積当たりの表面積が大きくなり、水中に散布されたときに水との接触面積が
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大きくなって、銅イオンや亜鉛イオンが溶出しやすくなる。また、除草剤１４の粉とも良
好に混合され、散布が容易になる。金属粉１６の量は、適宜設定可能であるが、水１００
０リットルに対して２５０～３５０ｇ程度で効果が確認されているが、条件によりより少
量の金属粉１６でも効果がある。
【００２０】
　駆除剤１０の散布方法は、図１に示すように、水田１２の水１２ａに散布するだけでよ
い。散布は、稲の苗１８の定植時に行う通常の作業である除草剤１４の散布と同時に行う
。水田に散布する散布剤である除草剤１４に金属粉１６を混ぜたものを、水中有害動物の
駆除剤１０として散布すれば良い。通常は、田植機に付属している除草剤の散布装置を利
用して、田植えと同時に散布する。その他、除草剤１４を散布しない無農薬栽培や減農薬
栽培の水田１２では、例えば、田植機で散布可能な土壌粒に金属粉１６を混ぜたり、肥料
に金属粉１６を混ぜて、苗１８の定植時に散布しても良い。金属粉１６を混合する対象の
散布剤は、除草剤や肥料、土壌粒の他、適宜選択されるもので、これらを組み合わせた散
布剤でも良い。
【００２１】
　散布された水中有害動物の駆除剤１０は、除草剤１４等はその機能をそのまま発揮する
とともに、水田１２の水１２ａ中で、銅や銅亜鉛合金粉である金属粉１６の表面から銅イ
オン及び亜鉛イオンが徐々に溶け出す。そして、水田１２全体に銅イオン及び亜鉛イオン
が広がり、イオン濃度が所望の値、例えば、銅イオン濃度が約０．００５～０．００２ｐ
ｐｍ、亜鉛イオン濃度は約０．００５～０．０２ｐｐｍとなる。銅イオンや亜鉛イオンは
、水田１２の水１２ａ中の有機物と結着し、水中土中表面に堆積する。それを土中表面を
移動するスクミリンゴガイが体内に取り入れ、スクミリンゴガイが駆除または忌避される
。
【００２２】
　なお、スクミリンゴガイ等の有害な巻貝の食害は、定植した直後の稲が柔らかい３週間
程度であり、その期間を超えた後は、スクミリンゴガイ等の有害な巻貝は固くなった稲は
食べず害を及ぼさない。むしろその後は、水田１２に生えてくる柔らかい雑草を好んで食
べる。従って、金属粉１６の散布は、苗１８の定植後３週間、長くても４週間までの期間
に行い、前記期間の経過後は散布を行う必要がなく、行わない方がスクミリンゴガイ等が
雑草を好んで食べてくれ、除草効果が得られて良いと言える。従って、金属粉１６の散布
を苗１８の定植後一定期間で止めることにより、低農薬で稲を育てられるという利点もあ
る。
【００２３】
　スクミリンゴガイの忌避及び駆除効果は、銅イオン及び亜鉛イオンが、スクミリンゴガ
イの体内に取り込まれて互いに協働し、代謝に関わる蛋白質を取り込もうとする機能を失
わせることによると考えられる。これにより、設置してから数日で、スクミリンゴガイが
土中に隠れて水面から見えなくなり、その後も姿を現さなくなる。なお、発明者が行った
実験では、水田１２の水１２ａ中に溶け出すのが亜鉛イオンだけの場合は、スクミリンゴ
ガイを死滅させる効果が弱くなり、溶け出すのが銅イオンだけの場合は、一定のイオン濃
度を超えると、他の無害な動物に悪影響が出るおそれがあることから、銅イオンと亜鉛イ
オンの両方が水中に存在することが好ましい。
【００２４】
　以上説明したように、駆除剤１０は、水田１２の水１２ａ中に散布するだけで、水田１
２に生息するスクミリンゴガイ等の有害な巻貝を簡単かつ確実に駆除することができる。
特に、銅と亜鉛の金属粉１６は、水田１２の水１２ａ中の銅イオン及び亜鉛イオンの濃度
を迅速に好適な値に上昇させ、スクミリンゴガイ等の有害な巻貝を効果的に駆除すること
ができる。
【００２５】
　この金属粉１６から溶け出る銅イオン及び亜鉛イオンは、極めて微量であり、日本の排
水基準や農業用水の水質基準に合致し、使用後の土壌環境基準も十分に満たす安全性を備
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り、水田等に長期間使い続けたとしても、無害なものである。
【００２６】
　また、特許文献５の駆除剤の場合、水田１２への最初の水入れの時から銅イオン及び亜
鉛イオンを供給しても、水中に含まれたイオンが土中にも染み込んでしまい、効率的にス
クミリンゴガイ等の有害な巻貝を駆除また忌避させるものではなかった。しかし、銅イオ
ン及び亜鉛イオンを発生させる金属粉１６を、稲の苗１８の定植後、苗１８の近くに均一
に散布することにより、土中への無駄なイオン投入を防ぎ、より効率的にスクミリンゴガ
イ等の有害な巻貝を駆除または忌避し、食害防止効果を得ることができる。
【００２７】
　さらに、苗１８の定植時の除草剤１４の散布時に、銅イオン及び亜鉛イオンを発生させ
る金属部粉１６を除草剤１４に均一に混合して散布すれば、定植後の稲に一番近い位置に
銅イオン及び亜鉛イオンが供給され、これによりスクミリンゴガイ等の有害な巻貝の活動
場所となる、土中表面に均一に銅イオン及び亜鉛イオンが行き渡り、水田１２全体に効果
的にスクミリンゴガイ等の有害な巻貝の食害防止を図ることができる。また、除草剤１４
を使わない無農薬栽培においては、除草剤１４の代わりに、水田１２に散布可能な土壌粒
や肥料に金属粉１６を均一に混ぜて、定植時に散布すると良く、上記と同様の効果を得る
ことができる。
【００２８】
　また、水中有害動物の駆除剤１０の散布により、苗１８の定植後の３週間程度の食害さ
え抑えられれば、スクミリンゴガイ等の有害な巻貝は、逆に雑草を食べてくれるので、低
農薬でお米を育てられる益虫になるという利点もある。
【００２９】
　なお、本発明の水中有害動物の駆除方法と駆除剤は、上記実施形態限定されるものでは
ない。例えば、上記駆除剤１０は、銅粉のみまたは亜鉛粉のみでも、散布場所や状況によ
っては効果的であり、配合割合も適宜設定可能である。また、金属粉と混合する散布剤は
、除草剤や土壌粒の他に、肥料やその他農薬に混ぜても良く、適宜選択可能なものである
。適用される貝類は、水田や川などに生息する貝類の巻貝又は二枚貝で、上記メカニズム
により駆除可能なものであれば、任意に適用可能である。
【符号の説明】
【００３０】
１０　駆除剤
１２　水田
１２ａ　水
１４　除草剤
１６　金属粉
１８　苗
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